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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技機の機能に関する機能情報を遊技者から視認可能に表示する機能情報部材を有する
完成した或いは製造途中の遊技機を検査する遊技機検査装置であって、
　前記遊技機に設けられた前記機能情報部材を識別する識別手段と、
　その識別手段による前記機能情報部材の識別結果に基づいて、前記機能情報部材が当該
遊技機に適合しているか否かを判定する判定手段と、
　遊技機に取り付けられたメイン基板を識別するメイン基板識別手段と、
　メイン基板に関する情報を記憶するメイン基板情報記憶手段と
　を備え、
　前記判定手段は、前記識別手段による前記機能情報部材の識別結果と前記メイン基板情
報記憶手段より得られた当該メイン基板に関する情報とを照合判定することを特徴とする
遊技機検査装置。
【請求項２】
　前記機能情報部材は、遊技機に関する情報を文字で表示した文字部分を含み、
　前記識別手段は、前記機能情報部材に含まれる文字部分を文字認識可能な文字認識手段
を有し、
　前記判定手段は、前記文字認識手段による文字認識結果に基づいて、前記機能情報部材
が当該遊技機に適合しているか否かを判定することを特徴とする請求項１に記載の遊技機
検査装置。
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【請求項３】
　前記機能情報部材は、遊技機に関する情報をバーコードで表示したバーコード部分を含
み、
　前記識別手段は、前記機能情報部材に含まれるバーコード部分を読み取り可能なバーコ
ード読み取り手段を有し、
　前記判別手段は、前記バーコード読み取り手段によるバーコード読み取り結果に基づい
て、前記機能情報部材が当該遊技機に適合しているか否かを判定することを特徴とする請
求項１に記載の遊技機検査装置。
【請求項４】
　前記機能情報部材は、機能情報部材の種類を識別可能な着色部分を含み、
　前記識別手段は、前記機能情報部材に含まれる着色部分の色を識別可能な色識別手段を
有し、
　前記判定手段は、前記色識別手段による色識別結果に基づいて、前記機能情報部材が当
該遊技機に適合しているか否かを判定することを特徴とする請求項１に記載の遊技機検査
装置。
【請求項５】
　前記機能情報部材は、非接触式のＩＣチップ部を含み、
　前記識別手段は、前記機能情報部材に含まれるＩＣチップ部より非接触で情報を読取る
ＩＣ読取り手段を有し、
　前記判定手段は、前記ＩＣ読取り手段による情報読取り結果に基づいて、前記機能情報
部材が当該遊技機に適合しているか否かを判定することを特徴とする請求項１に記載の遊
技機検査装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、完成した或いは製造途中におけるパチンコ機等の遊技機を検査する遊技機検
査装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、パチンコ機の前面枠や遊技板に、当該パチンコ機における基本的な機能に関
する機能情報を遊技者から視認可能に表示する機能情報部材が取り付けられている。機能
情報部材に表示される機能情報には、例えば、低確率モードにおける大当り発生確率（「
低確率」と表記）、大当り発生に対する確率変動遊技の発生割合（「確変割合」と表記）
、確率変動遊技の継続回数の制限（「リミット」と表記）、賞球数（「賞球」と表記）等
が含まれ、通常は、遊技機の機種名も機能情報部材に表示されている。そして、機能情報
部材に表示されるこれらの機能情報は、遊技ホールにおいて遊技者が遊技機の機種を選択
する場合に参考にされたり、遊技中にも適宜、遊技者より視認される重要度の高い情報で
ある。
【特許文献１】特開２００３－９３６２３号公報
【特許文献２】特開２００２－５２１５７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、遊技機の組み立て工場においては、多くの機種を同一の製造ラインで製
造するために、表示された情報の一部のみが異なる複数種類の機能情報部材が用意されて
おり、遊技機に実際に備わっている機能とは異なる機能が表示された機能情報部材が誤っ
て取り付けられた遊技機が出荷されるおそれがあった。その結果、遊技ホールにおいて警
察署の許可が下りずに開店できない事態となる可能性もある。また、このように実際に遊
技機が有する機能とは異なる機能の情報が表示された機能情報部材が取り付けられた遊技
機が遊技ホールに設置された場合には、誤った情報が遊技者に対して提供されることにな
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り、遊技者に多大な不利益を与えるだけでなく、遊技ホールに対する信頼を失墜させる可
能性もある。一方、遊技機に適合した機能情報部材が取り付けられているか否かを作業者
が目視により検査する方法も考えられるが、種類の異なる機能情報部材の外観が類似して
いる場合や情報を表示する文字が小さい場合等には誤った機能情報部材が取り付けられて
いることが見落とされる可能性もある。
【０００４】
　解決しようとする課題は、遊技機の機能に関する機能情報を遊技者から視認可能に表示
する機能情報部材が当該遊技機に適合しているか否かを迅速且つ確実に検査可能な遊技機
検査装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　以下、上記課題を解決するのに適した各手段につき、必要に応じて作用効果等を付記し
つつ説明する。
　（請求項１）遊技機の機能に関する機能情報を遊技者から視認可能に表示する機能情報
部材を有する完成した或いは製造途中の遊技機を検査する遊技機検査装置であって、
　前記遊技機に設けられた前記機能情報部材を識別する識別手段と、
　その識別手段による前記機能情報部材の識別結果に基づいて、前記機能情報部材が当該
遊技機に適合しているか否かを判定する判定手段と、
　遊技機に取り付けられたメイン基板を識別するメイン基板識別手段と、
　メイン基板に関する情報を記憶するメイン基板情報記憶手段と
　を備え、
　前記判定手段は、前記識別手段による前記機能情報部材の識別結果と前記メイン基板情
報記憶手段より得られた当該メイン基板に関する情報とを照合判定することを特徴とする
遊技機検査装置。
　請求項１に記載の発明によれば、識別手段が、遊技機に設けられた遊技機の機能に関す
る機能情報を遊技者から視認可能に表示する機能情報部材を識別し、判定手段が、識別手
段による機能情報部材の識別結果に基づいて、前記機能情報部材が当該遊技機に適合して
いるか否かを迅速且つ確実に判定する。よって、誤った機能情報部材が取り付けられた遊
技機が製造工場から出荷される事態の発生を確実に防止して、遊技機に適合した機能情報
部材により常に正しい機能情報を遊技者に対して提供することができる。尚、機能情報部
材に表示される機能情報には、例えば、低確率モードにおける大当り発生確率、大当り発
生に対する確率変動遊技の発生割合、確率変動遊技の継続回数の制限、賞球数が含まれ、
通常は、遊技機の機種名も機能情報部材に表示される。
　特に、メイン基板識別手段が、遊技機に取り付けられた当該メイン基板を識別し、メイ
ン基板情報記憶手段より当該メイン基板に関する情報を得ることができる。そして、判定
手段は、識別手段による機能情報部材の識別結果とメイン基板情報記憶手段より得られた
当該メイン基板に関する情報とを照合判定するので、機能情報部材が当該遊技機に適合し
ているか否かを確実に判定することができる。
【０００６】
　（請求項２）前記機能情報部材は、遊技機に関する情報を文字で表示した文字部分を含
み、
　前記識別手段は、前記機能情報部材に含まれる文字部分を文字認識可能な文字認識手段
を有し、
　前記判定手段は、前記文字認識手段による文字認識結果に基づいて、前記機能情報部材
が当該遊技機に適合しているか否かを判定することを特徴とする請求項１に記載の遊技機
検査装置。
　請求項２に記載の発明によれば、識別手段は、文字認識手段により機能情報部材に含ま
れる大当り発生確率等の機能情報や遊技機の機種名等を表わす文字部分を文字認識し、判
定手段は、文字認識手段による文字認識結果に基づいて、機能情報部材が当該遊技機に適
合しているか否かを確実に判定することができる。
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【０００７】
　（請求項３）前記機能情報部材は、遊技機に関する情報をバーコードで表示したバーコ
ード部分を含み、
　前記識別手段は、前記機能情報部材に含まれるバーコード部分を読み取り可能なバーコ
ード読み取り手段を有し、
　前記判別手段は、前記バーコード読み取り手段によるバーコード読み取り結果に基づい
て、前記機能情報部材が当該遊技機に適合しているか否かを判定することを特徴とする請
求項１に記載の遊技機検査装置。
　請求項３に記載の発明によれば、識別手段は、バーコード読み取り手段により機能情報
部材に含まれる大当り発生確率等の機能情報や遊技機の機種名等を表わすバーコード部分
を読み取り、判別手段は、バーコード読み取り手段によるバーコード読み取り結果に基づ
いて、機能情報部材が当該遊技機に適合しているか否かを確実に判定することができる。
【０００８】
　（請求項４）前記機能情報部材は、機能情報部材の種類を識別可能な着色部分を含み、
　前記識別手段は、前記機能情報部材に含まれる着色部分の色を識別可能な色識別手段を
有し、
　前記判定手段は、前記色識別手段による色識別結果に基づいて、前記機能情報部材が当
該遊技機に適合しているか否かを判定することを特徴とする請求項１に記載の遊技機検査
装置。
　請求項４に記載の発明によれば、識別手段は、色識別手段により機能情報部材に含まれ
る着色部分の色を識別することにより機能情報部材の種類を識別し、判定手段は、色識別
手段による色識別結果に基づいて、機能情報部材が当該遊技機に適合しているか否かを確
実に判定することができる。
【０００９】
　（請求項５）前記機能情報部材は、非接触式のＩＣチップ部を含み、
　前記識別手段は、前記機能情報部材に含まれるＩＣチップ部より非接触で情報を読取る
ＩＣ読取り手段を有し、
　前記判定手段は、前記ＩＣ読取り手段による情報読取り結果に基づいて、前記機能情報
部材が当該遊技機に適合しているか否かを判定することを特徴とする請求項１に記載の遊
技機検査装置。
　請求項５に記載の発明によれば、識別手段は、ＩＣ読取り手段により機能情報部材に含
まれるＩＣチップ部から非接触で大当り発生確率等の機能情報や遊技機の機種名等の情報
を読取り、判定手段は、ＩＣ読取り手段による情報読取り結果に基づいて、機能情報部材
が当該遊技機に適合しているか否かを確実に判定することができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、識別手段が、遊技機に設けられた遊技機の機能に関する機能情報を遊
技者から視認可能に表示する機能情報部材を識別し、判定手段が、識別手段による機能情
報部材の識別結果に基づいて、前記機能情報部材が当該遊技機に適合しているか否かを迅
速且つ確実に判定する。よって、誤った機能情報部材が取り付けられた遊技機が製造工場
から出荷される事態の発生を確実に防止して、遊技機に適合した機能情報部材により常に
正しい機能情報を遊技者に対して提供することができる。
　特に、メイン基板識別手段が、遊技機に取り付けられた当該メイン基板を識別し、メイ
ン基板情報記憶手段より当該メイン基板に関する情報を得ることができる。そして、判定
手段は、識別手段による機能情報部材の識別結果とメイン基板情報記憶手段より得られた
当該メイン基板に関する情報とを照合判定するので、機能情報部材が当該遊技機に適合し
ているか否かを確実に判定することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の遊技機検査装置の各実施形態について、図面を参照しつつ説明する。最
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初に、遊技機検査装置の検査対象である遊技機Ｐ１の概略構成について図１乃至図５を参
照しつつ説明する。遊技機Ｐ１は、図１乃至図２に示すように、外枠１０、本体枠２０、
遊技板３０、前面枠６０及び機構板８０を備えて構成されるパチンコ機である。なお、図
１は遊技機Ｐ１を正面から見て示す正面図であり、図２は図１の遊技機Ｐ１を背面から見
て示す背面図である。また、図３（ａ）は、遊技板３０の正面図であり、（ｂ）は後述す
る機能情報部材３３付近の拡大図である。
【００１２】
　外枠１０は、遊技機Ｐ１のベースとなる枠であり、板材により全体として矩形状に構成
され、矩形板状の本体枠２０よりも僅かに大きいサイズの矩形開口１０ａを有している。
本体枠２０は、遊技板３０が取り付けられる枠であり、図１において矩形開口１０ａの左
端にて枢支されており、図示しない回転軸を中心に回動し、外枠１０に対して開閉可能か
つ着脱可能に装着される。また、本体枠２０の前面下部２０ａは、合成樹脂、より具体的
には、ＡＢＳ（アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン）樹脂等の熱可塑性樹脂により
構成されている。
【００１３】
　遊技板３０は、前面では、図１及び図３（ａ）において下端中央から右巻きに概略一回
転する外枠レール３２に取り囲まれる略円形の領域が遊技球Ｂを流下させる遊技領域３１
となっており、遊技領域３１には第１種始動口３４、図柄変動表示装置３５、大入賞口３
６ａ、左上入賞口３６ｂ、左下入賞口３６ｃ、右上入賞口３６ｄ及び右下入賞口３６ｅが
設けられている。第１種始動口３４は遊技球Ｂの通路を備え、その通路入口に羽根３４ａ
が開閉可能に支持されている。
【００１４】
　図柄変動表示装置３５は、図３（ａ）に示すように、第１種始動口３４の上方に設けら
れており、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）からなる画面３５ａを備えている。画面３５ａに
は多種類の画像が表示されるが、その１つとして、上図柄列３８、中図柄列３９及び下図
柄列４０が表示される。図柄列の数は前述したもの（３列）に限られず、１列、２列、４
列以上であってもよい。各図柄列３８乃至４０は、数字、記号等からなる複数の図柄によ
って構成されている。例えば、各図柄列３８乃至４０は、図４に示すように、「０」～「
９」からなる１０種類の図柄によって構成される。図柄変動表示装置３５では、図柄列３
８乃至４０での図柄変動が、遊技球Ｂの第１種始動口３４への入賞により開始される。図
柄変動は上図柄列３８、下図柄列４０、中図柄列３９の順に停止されるが、これは一例に
すぎず、別の順序で停止されてもよい。
【００１５】
　全ての図柄列３８乃至４０での図柄変動が停止したとき、表示されている図柄（以下「
停止図柄」という）の組合せが、予め定められた組合せ（特定表示結果、以下「大当りの
組合せ」という）、すなわち、同一種類の図柄が大当りラインに沿って並んでいるときの
同図柄の組合せ（例えば、７７７）、となる場合がある。この停止図柄の組合せを、以下
「大当り図柄」といい、停止図柄の組合せが大当り図柄となることを「大当り条件が成立
した」と表現することとする。本実施形態では、大当りラインとして、垂直方向へ延びる
もの（左・中・右の３種類）と、斜め方向へ延びるもの（右下がり・左下がりの２種類）
の合計５種類存在するが、これに限られない。例えば、大当りラインの数が１つであり、
通常、「１ライン」と呼ばれているものであってもよい。そして、大当りの組合せが成立
すると特別電動役物が作動し、遊技者にとって有利な特別遊技状態としての大当り遊技状
態が到来し、より多くの賞球を獲得することが可能となる。
【００１６】
　大入賞口３６ａは第１種始動口３４の下方に設けられており、１つのＶゾーン４１、２
つの通路４２，４３及びシャッタ４４を備えている。シャッタ４４は大入賞口用ソレノイ
ド（以下、単に「ソレノイド」という）４５により作動させられ、Ｖゾーン４１及び通路
４２，４３の各入口を開閉する。
【００１７】
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　また、遊技板３０には、図３（ａ）に示すように、始動口用スイッチ４８、Ｖゾーン用
スイッチ４９及びカウントスイッチ５０が取付けられている。始動口用スイッチ４８は、
遊技球Ｂの第１種始動口３４への入賞を検出する。Ｖゾーン用スイッチ４９は遊技球Ｂの
Ｖゾーン４１への入賞を検出し、カウントスイッチ５０は遊技球Ｂの大入賞口３６ａへの
入賞を検出する。また、各スイッチ４８乃至５０の検出結果に基づきソレノイド４５を駆
動制御される。尚、遊技領域３１右上に取り付けられる機能情報部材３３については後述
する。
【００１８】
　前面枠６０は、遊技板３０の前面側に設けられる合成樹脂製の枠であり、図１において
本体枠２０の左端にて枢支される。前面枠６０には、遊技領域３１を臨むガラス板が嵌め
込まれるガラス枠６１、ガラス枠６１の周囲を取り囲むように配置される装飾ランプ６２
、上皿６３が設けられており、遊技板３０の前面側となるように本体枠２０に取り付けら
れる。装飾ランプ６２は、図示しない電球と、電球を覆うように取り付けられ、電球の光
を透過可能な合成樹脂製のランプカバー６２ａとから構成される。また、上皿６３は、払
い出された遊技球及び遊技者が投入した遊技球Ｂを発射機構５１へ供給する樹脂からなる
受皿部材である。本体枠２０の下部には、遊技球の発射機構５１と、概略矩形形状に形成
された樹脂製流路板５３とが取り付けられる。また、流路板５３の前面側にて下皿７０が
本体枠２０下部に枢支されて取り付けられる。下皿７０は、上皿６３より誘導された遊技
球を受けて貯留する樹脂からなる受皿部材である。さらに、本体枠前面下部２０ａには、
発射機構５１の一部を構成する発射ハンドル５２が取り付けられる。発射ハンドル５２は
、合成樹脂により構成され、遊技球Ｂを発射するために遊技者の手により回動操作される
。
【００１９】
　機構板８０は、合成樹脂により構成されており、図２に示すように、本体枠２０の背面
側に設けられたヒンジ金具により支持されて開閉可能に取り付けられる。機構板８０は、
遊技板３０を背面側から覆うカバーの役割を果たすとともに、遊技球タンク８１に貯留さ
れた遊技球を上皿６３や下皿７０に払い出す遊技球の流路としての役割も果たすようにな
っている。遊技球タンク８１は、遊技機背面の機構板８０上部に設けられて払い出し用の
遊技球Ｂを貯留する樹脂からなるタンク部材である。
【００２０】
　本体枠２０背面の上下方向中央から上部には、図示しないＬＥＤ基板、ランプ制御基板
、音声制御基板、液晶パネル制御基板、図柄制御基板、図柄情報基板等が設けられ、機構
板８０にはこれらの基板を覆うように、透明の合成樹脂からなる役物カバー８５が設けら
れている。また、本体枠２０背面の役物カバー８５によって覆われるＬＥＤ基板等の下方
には、透明の合成樹脂からなるメイン基板ボックス８２が設けられており、同基板ボック
ス８２にはメイン基板８４が収容されている。
【００２１】
　メイン基板８４は、遊技機Ｐ１の主制御を行う制御基板であり、遊技板３０の種類に応
じたＲＯＭ８３やＣＰＵ、ＲＡＭ等を主要な構成要素として構成される。尚、ＲＯＭ８３
には、メイン基板８４の種類を識別するための二次元バーコード８３ａが表示されている
。また、メイン基板８４のＣＰＵによる制御の１つとして、大当り遊技状態の発生確率を
条件に応じて変動させる、いわゆる確率変動がある。具体的には、１／３１５．５の低確
率で大当り遊技状態を発生させる低確率モードと、その５倍である１／６３．１の高確率
で大当り遊技状態を発生させる高確率モードとが用意されており、大当り図柄の種類に応
じて確率モードが切替えられる。
【００２２】
　すなわち、大当り図柄が、予め定められた特別図柄であると高確率モードに設定され、
予め定められた通常図柄であると低確率モードに設定される。例えば、図４に示す１０種
類の図柄において、大当り図柄が、奇数図柄「１」、「３」、「５」、「７」、「９」（
特別図柄）の場合に高確率モードに設定され、偶数図柄「０」、「２」、「４」、「６」
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、「８」（通常図柄）の場合に低確率モードに設定される。この場合、大当り発生全体に
対する高確率モードの発生割合、すなわち確率変動の発生割合（以下、「確変割合」と称
する）は１／２である。なお、低確率モードでの発生確率に対する高確率モードでの発生
確率の倍数は、前述した値（５）以外の値であってもよい。
【００２３】
　本体枠２０背面のメイン基板ボックス８２の下方には、透明の合成樹脂からなる払出制
御基板ボックス８６が設けられており、同基板ボックス８６には遊技球の払出し制御を行
う払出制御基板８７が収容されている。
【００２４】
　また、遊技機Ｐ１には、図１及び図３（ａ）に示すように、遊技板３０の遊技領域３１
右上部分に機能情報部材３３が取り付けられている。機能情報部材３３は、図３（ｂ）に
示すように、表面に遊技機の機種名及び遊技機の機能に関する情報（機能情報）が表示さ
れ且つ裏面に粘着面が設けられた紙製シール部材である。ここで、機種名は、遊技機の機
種を識別するための名称であり、図３（ｂ）の例では、「ＣＲ○○○Ｍ３７」となってい
る。また、機能情報としては、確変割合、低確率、リミット、賞球の各情報が表示される
。「確変割合」は、大当り発生全体に対する確変大当りの発生割合であり、図３（ｂ）の
例では、「１／２」となっている。「低確率」は、低確率モードにおける大当りの発生確
率であり、図３（ｂ）の例では、「１／３１５．５」となっている。「リミット」は、確
変遊技継続回数の制限であり、図３（ｂ）の例では、「なし」（確変遊技の継続回数が無
制限）となっている。「賞球」は、遊技球Ｂが入賞口に入賞した場合に払い出される賞球
数であり、図３（ｂ）の例では「４ｏｒ１５」（第１種始動口３４へ入賞した時の賞球数
が４，その他の入賞口３６ａ～３６ｅへ入賞した時の賞球数が１５）となっている。
【００２５】
　尚、遊技機Ｐ１は同一の製造ラインで機能の異なる複数機種の製造に対応するため、製
造ラインには各機種に対応する機能情報が表示された複数種類の機能情報部材３３が用意
されている。例えば、図３（ｂ）に示す上述した機種「ＣＲ○○○Ｍ３７」用の機能情報
部材３１以外に、図５（ａ）に示す機種「ＣＲ○○○Ｍ３３」用の機能情報部材３３（「
低確率１／３３８．５」）や、図５（ｂ）に示す機種「ＣＲ○○○Ｌ３２」用の機能情報
部材３３（「低確率１／３２６．５」）が用意されている。
【００２６】
　次に、本実施形態の遊技機検査装置１の構成について図６乃至図８を参照しつつ説明す
る。遊技機検査装置１は、遊技機Ｐ１に正しい機能情報部材３３が取り付けられているか
否かを検査する装置である。ここで、図６は、遊技機検査装置１全体のシステム構成を示
すブロック図である。図７は、遊技機検査装置１により遊技機Ｐ１が検査される様子を示
す斜視図である。
【００２７】
　遊技機検査装置１は、図６に示されるように、コンピュータ１１０と、ローラコンベア
１２０と、ＣＣＤカメラ１３０と、青色ランプ１４１と、赤色ランプ１４２とを主体とし
て構成される。尚、コンピュータ１１０が本発明の判定手段を、ローラコンベア１２０が
搬送手段を、青色ランプ１４１及び赤色ランプ１４２が報知手段を、コンピュータ１１０
及びＣＣＤカメラ１３０が識別手段及び文字認識手段をそれぞれ構成するものである。
【００２８】
　コンピュータ１１０は、遊技機検査装置１各部の動作を制御するための制御装置であり
、ＣＰＵ１１０ａ，ＲＯＭ１１０ｂ，ＲＡＭ１１０ｃ，ハードディスクドライブ１１０ｄ
等を内蔵した本体１１１と、タッチパネル式ディスプレイ１１２とを主体として構成され
る。また、本体１１１のハードディスクドライブ１１０ｄには、文字認識プログラムや遊
技機検査プログラムを含む各種の制御プログラム、及び当該製造ラインにおいて製造され
る遊技機Ｐ１に関する情報（遊技機情報）が製造ロット単位で記憶されている。図８は、
ハードディスクドライブ１１０ｄにおける遊技機情報の記憶例を示す図である。図８に示
すように、ハードディスクドライブ１１０ｄには、製造ロット番号毎に、機種名、確変割



(8) JP 4618481 B2 2011.1.26

10

20

30

40

50

合、低確率、リミット及び賞球の各情報を含む遊技機情報が記憶されている。タッチパネ
ル式ディスプレイ１１２は、各種データやコマンドの入力及び検査結果等の表示を行うた
めの装置である。尚、ハードディスクドライブ１１０ｄが、検査対象の遊技機に関する情
報を記憶する遊技機情報記憶手段を構成するものである。
【００２９】
　ローラコンベア１２０は、複数のローラ１２１が図示しない電動モータによって駆動さ
れるように構成された公知のコンベア装置である。ローラコンベア１２０は、コンピュー
タ１１０と電気的に接続されており、コンピュータ１１０から送られる制御指令に基づい
て、パレット１２２上に載置された遊技機Ｐ１を前工程から搬入すると共に、機能情報部
材３３の検査が終了した遊技機Ｐ１を次工程へ搬出する。
【００３０】
　ＣＣＤカメラ１３０は、小型カラーカメラであり、図７に示すように、横向きの起立状
態でローラコンベア１２０上を搬送される遊技機Ｐ１の機能情報部材３３に対向するよう
に、ローラコンベア１２０の近傍に設置される。ＣＣＤカメラ１３０は、コンピュータ１
１０と電気的に接続されており、機能情報部材３３を撮像してＣＣＤ方式によって電気信
号化し、撮像データをコンピュータ１１０に出力する。
【００３１】
　青色ランプ１４１は、青色に点灯するランプであって、コンピュータ１１０と電気的に
接続され、機能情報部材３３が当該遊技機Ｐ１に適合していると判定された場合に所定時
間点灯される。一方、赤色ランプ１４２は、赤色に点灯するランプであって、コンピュー
タ１１０と電気的に接続され、機能情報部材３３が当該遊技機Ｐ１に適合していないと判
定された場合に所定時間点灯される。
【００３２】
　次に、遊技機検査装置１における検査処理の流れについて、図９のフローチャートを参
照しつつ説明する。まず、ローラコンベア１２０を駆動して、検査済みの遊技機Ｐ１を次
工程へ搬出すると共に未検査の当該遊技機Ｐ１を検査位置へ搬入する（ステップ１。以下
、Ｓ１と略記する。他のステップも同様。）。尚、図７は、遊技機Ｐ１が検査位置を通過
中の状態を示している。
【００３３】
　次いで、遊技機Ｐ１がローラコンベア１２０上の検査位置に有るか否かを判定する（Ｓ
２）。尚、遊技機Ｐ１の有無の判定は、遊技機Ｐ１がローラコンベア１２０上の検査位置
にある時にオンし、無い時はオフするスイッチを設けて、スイッチのオン／オフ状態に基
づいて判定する構成としてもよく、ＣＣＤカメラ１３０により遊技機Ｐ１の有無を判定す
る構成としてもよい。遊技機Ｐ１が検査位置に無い場合は（Ｓ２：Ｎｏ）、Ｓ２を繰り返
す。
【００３４】
　遊技機Ｐ１が検査位置にある場合（Ｓ２：Ｙｅｓ）、ＣＣＤカメラ１３０により機能情
報部材３３を撮影する（Ｓ３）。続いて、ハードディスクドライブ１１０ｄに記憶されて
いる文字認識プログラムを読み出して、Ｓ３で撮影した撮像データの文字認識処理を行う
（Ｓ４）。Ｓ４の文字認識処理の結果、機能情報部材３３上の機能情報を表わす文字列デ
ータが得られる。例えば、図３（ｂ）の機能情報部材３３を撮影した場合、「ＣＲ○○○
Ｍ３７，確変割合１／２，低確率１／３１５．５，リミットなし，賞球４ｏｒ１５」とい
う文字列データが得られる。
【００３５】
　次に、ハードディスクドライブ１１０ｄから当該ロットの遊技機情報を読み出してＳ４
の文字認識結果と照合し（Ｓ５）、一致するか否かを判定する（Ｓ６）。文字認識結果と
当該ロットの遊技機情報とが一致する場合（Ｓ６：Ｙｅｓ）、青色ランプ１４１を点灯し
（Ｓ７）、Ｓ１へ戻る。例えば、検査中のロット番号が「５」であり（図８参照）、文字
認識結果が、「ＣＲ○○○Ｍ３７，確変割合１／２，低確率１／３１５．５，リミットな
し，賞球４ｏｒ１５」である場合、当該ロット（ロット番号「５」）の遊技機情報と全項
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目で一致するので（Ｓ６：Ｙｅｓ）、青色ランプ１４１を点灯し（Ｓ７）、Ｓ１へ戻る。
【００３６】
　一方、文字認識結果と当該ロットの遊技機情報とが一致しない場合（Ｓ６：Ｎｏ）、赤
色ランプ１４２を点灯すると共に（Ｓ８）、ローラコンベア１２０による搬送を停止する
（Ｓ１０）。作業者は、赤色ランプ１４２の点灯によって当該遊技機Ｐ１に適合しない機
能情報部材３３が取り付けられていることを認識することができる。そして、作業者は、
停止中のローラコンベア１２０から当該遊技機Ｐ１を降ろして、誤った機能情報部材３３
を取り外して正しい機能情報部材３３を取り付けた後に、再度、遊技機検査装置１に投入
する。
【００３７】
　例えば、検査中の遊技機Ｐ１のロット番号が「５」であり（図８参照）、当該遊技機Ｐ
１に図５（ｂ）の機能情報部材３３が誤って取り付けられていた場合、Ｓ４の文字認識処
理において、「ＣＲ○○○Ｍ３３，確変割合１／２，低確率１／３３８．５，リミットな
し，賞球４ｏｒ１５」という内容の文字列データが得られる。この場合、機種名及び低確
率の値が当該ロット（ロット番号「５」）の遊技機情報と異なるので（Ｓ６：Ｙｅｓ）、
赤色ランプ１４２の点灯（Ｓ８）及びローラコンベア１２０による搬送停止（Ｓ９）が実
行される。
【００３８】
　以上詳述したことから明らかなように、本実施形態によれば、ＣＣＤカメラ１３０によ
り遊技機Ｐ１に取り付けられた機能情報部材３３を撮影し、その撮像データに基づいて、
機能情報部材３３が当該遊技機Ｐ１に適合しているか否かを迅速且つ確実に判定する。よ
って、誤った機能情報部材３３が取り付けられた遊技機Ｐ１が製造工場から出荷される事
態の発生を確実に防止して、遊技機Ｐ１に適合した機能情報部材３３により常に正しい機
能情報を遊技者に対して提供することができる。
【００３９】
　また、コンピュータ１１０のハードディスクドライブ１１０ｄが検査対象の遊技機Ｐ１
に関する遊技機情報を記憶し、ＣＰＵ１１０ａが、ＣＣＤカメラ１３０による機能情報部
材３３の撮像データに基づく文字認識結果とハードディスクドライブ１１０ｄに記憶され
た当該遊技機Ｐ１に関する遊技機情報とを照合判定するので、機能情報部材３３が当該遊
技機Ｐ１に適合しているか否かを迅速且つ確実に判定することができる。
【００４０】
　また、青色ランプ１４１及び赤色ランプ１４２が、コンピュータ１１０による判定結果
を報知するので、作業者は、遊技機Ｐ１に設けられた機能情報部材３３が当該遊技機Ｐ１
に適合しているか否かの判定結果を確実に認識することができ、赤色ランプ１４２に点灯
によってＳ６における判定結果が否定的内容であることを認識した場合は、当該遊技機Ｐ
１より間違った機能情報部材３３を取り外して正しい機能情報部材３３を取り付ける等の
作業を行うことができる。
【００４１】
　また、Ｓ６における判定結果が肯定的内容である場合は、ローラコンベア１２０による
当該遊技機Ｐ１の次工程への搬送が実行されるので（Ｓ１）、次工程以降の作業を円滑に
実施することができる。一方、Ｓ６における判定結果が否定的内容である場合は、ローラ
コンベア１２０による当該遊技機Ｐ１の次工程への搬送が中止されるので（Ｓ１０）、当
該遊技機Ｐ１から間違った機能情報部材３３を取り外して正しい機能情報部材３３を取り
付ける等の作業を行うことができる。
【００４２】
　次に、本発明の第二の実施形態の遊技機検査装置２について図面を参照しつつ説明する
。遊技機検査装置２は、図１０のブロック図に示すように、第一の実施形態の構成に加え
て、メイン基板８４の識別情報を二次元バーコード８４ａから読取るバーコードリーダ１
５０を備えている。また、コンピュータ１１０のハードディスクドライブ１１０ｄには、
メイン基板８４の種類と各メイン基板８４の機能に関する情報（メイン基板情報）とが対
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応づけて記憶されている。ここで、図１１は、ハードディスクドライブ１１０ｄにおける
メイン基板情報の記憶例を示している。例えば、識別コードが「Ｍ３７」であるメイン基
板８４は、機種名がＣＲ○○○Ｍ３７，確変割合が１／２，低確率モードにおける大当り
確率１／３１５．５，リミットなし，賞球４ｏｒ１５となっている。尚、バーコードリー
ダ１５０が、本発明のメイン基板識別手段を、ハードディスクドライブ１１０ｄがメイン
基板に関する情報を記憶するメイン基板情報記憶手段をそれぞれ構成するものである。
【００４３】
　次に、遊技機検査装置２における検査処理の流れについて、図１２のフローチャートを
参照しつつ説明する。尚、Ｓ２１～Ｓ２４の処理は、上述した第一の実施形態におけるＳ
１～Ｓ４の処理と同様であるので説明を省略する。Ｓ２４の文字認識処理において機能情
報部材３３上の機能情報表示を表わす文字列データを取得した後、バーコードリーダ１５
０によりメイン基板８４上の二次元バーコード８３ａを読取ってメイン基板識別コードを
取得する（Ｓ２５）。
【００４４】
　次に、バーコードリーダ１５０により取得したメイン基板識別コードに対応するメイン
基板情報をハードディスクドライブ１１０ｄから読み出してＳ２４の文字認識結果と照合
し（Ｓ２６）、一致するか否かを判定する（Ｓ２７）。文字認識結果と当該メイン基板８
４のメイン基板情報とが一致する場合（Ｓ２７：Ｙｅｓ）、青色ランプ１４１を点灯し（
Ｓ２８）、Ｓ２１へ戻る。例えば、バーコードリーダ１５０によって読取られたメイン基
板識別コードが「Ｍ３７」であり、文字認識結果が、「ＣＲ○○○Ｍ３７，確変割合１／
２，低確率１／３１５．５，リミットなし，賞球４ｏｒ１５」である場合、当該メイン基
板８４のメイン基板情報と全項目で一致するので（Ｓ２７：Ｙｅｓ）、青色ランプ１４１
を点灯し（Ｓ２８）、Ｓ２１へ戻る。
【００４５】
　一方、文字認識結果と当該メイン基板８４のメイン基板情報とが一致しない場合（Ｓ２
７：Ｎｏ）、赤色ランプ１４２を点灯すると共に（Ｓ２９）、ローラコンベア１２０によ
る搬送を停止する（Ｓ３０）。作業者は、赤色ランプ１４２の点灯によって当該メイン基
板８４に適合しない機能情報部材３３が取り付けられていることを認識することができる
。そして、作業者は、停止中のローラコンベア１２０から当該遊技機Ｐ１を降ろして、誤
った機能情報部材３３を取り外して正しい機能情報部材３３を取り付けた後に、再度、遊
技機検査装置１に投入する。
【００４６】
　例えば、バーコードリーダ１５０によって読取られたメイン基板識別コードが「Ｍ３７
」であり、当該遊技機Ｐ１に図５（ｂ）の機能情報部材３３が誤って取り付けられていた
場合、Ｓ２４の文字認識処理において、「ＣＲ○○○Ｍ３３，確変割合１／２，低確率１
／３３８．５，リミットなし，賞球４ｏｒ１５」という内容の文字列データが得られる。
この場合、機種名及び低確率の値が当該メイン基板８４（メイン基板識別コードが「Ｍ３
７」）のメイン基板情報と異なるので（Ｓ２７：Ｎｏ）、赤色ランプ１４２の点灯（Ｓ２
９）及びローラコンベア１２０による搬送停止（Ｓ３０）が実行される。
【００４７】
　以上詳述したことから明らかなように、本実施形態によれば、メイン基板識別手段とし
てのバーコードリーダ１５０が、遊技機に取り付けられた当該メイン基板８４上の二次元
バーコードを読取ることによりメイン基板識別コードを取得し、そのメイン基板識別コー
ドを参照してハードディスクドライブ１１０ｄより当該メイン基板８４に関するメイン基
板情報を得ることができる。そして、コンピュータ１１０は、ＣＣＤカメラ１３０による
機能情報部材３３の撮像データに基づく文字認識結果と当該メイン基板８４に関するメイ
ン基板情報とを照合判定するので、機能情報部材３３が当該遊技機Ｐ１に適合しているか
否かを確実に判定することができる。
【００４８】
　尚、本発明は上述した各実施の形態に限定されるものではなく、本発明の主旨を逸脱し
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ない範囲で種々の変更を施すことが可能である。例えば、前記各実施形態では、機能情報
部材３３に表示された機能情報を表わす文字をＣＣＤカメラ１３０で撮影して文字認識す
る構成としたが、図１３に示すように、機能情報部材３３の表面に機能情報を表わす二次
元バーコードを予め印刷しておき、その二次元バーコードを識別手段としてのバーコード
リーダによって読み取ることにより機能情報部材３３を高速に識別する構成としてもよい
。尚、二次元バーコードは、多くの情報を小さい面積で記録可能であるので、小さなサイ
ズの機能情報部材３３にも印刷が可能であるという利点があるが、サイズに余裕があれば
一次元のバーコードであっても構わない。
【００４９】
　また、機能情報部材３３に、機能情報を記憶した非接触による情報の読取りが可能なＩ
Ｃチップを埋め込んでおき、遊技機検査装置に設けた識別手段としての非接触式ＩＣタグ
読取り端末により機能情報部材のＩＣチップ部から機能情報等を読み出すことにより機能
情報部材３３を識別する構成としてもよい。
【００５０】
　また、機能情報部材３３に種類を識別可能な着色部分を設けておき、遊技機検査装置１
に設けたＣＣＤカメラ１３０で撮影した画像に基づいて色を識別することにより機能情報
部材３３を識別可能とすると共に、コンピュータ１１０のハードディスクドライブ１１０
ｄに機能情報部材３３の色を遊技機情報として予め記憶する構成としてもよい。例えば、
上述した例で、図３（ｂ）に示す機能情報部材３３を赤色に、図５（ａ）に示す機能情報
部材３３を青色に、図５（ｂ）に示す機能情報部材３３を黄色にそれぞれ着色してもよい
。そして、ＣＣＤカメラ１３０で撮影した機能情報部材３３の画像データに基づいて検出
された色と、ハードディスクドライブ１１０に当該遊技機Ｐ１の遊技機情報として記憶さ
れた色とを照合することにより、当該遊技機Ｐ１に適合した機能情報部材３３が取り付け
られているか否かを判定するようにしてもよい。本変形例において、ＣＣＤカメラ１３０
が本発明の色識別手段を構成するものである。
【００５１】
　また、前記各実施形態では、組み立てが完成した遊技機Ｐ１を遊技機検査装置１で検査
する例を示したが、機能情報部材３３の取り付け工程以降であれば製造途中の遊技機Ｐ１
を検査するようにしてもよい。
【００５２】
　また、前記各実施形態では、機能情報部材３３を遊技板３０に貼り付けられる紙製シー
ル部材としたが、遊技領域３１表面に機能情報等が直接印刷されていてもよい。この場合
、遊技領域３１の表面部分を形成する部材が本発明の機能情報部材に相当する。
【００５３】
（付記）
　上述した実施形態から、以下に示す本発明の各手段を抽出することができる。以下、各
手段につき、必要に応じて作用効果等を付記しつつ説明する。
　１．遊技機の機能に関する機能情報を遊技者から視認可能に表示する機能情報部材を有
する完成した或いは製造途中の遊技機を検査する遊技機検査装置であって、
　前記遊技機に設けられた前記機能情報部材を識別する識別手段と、
　その識別手段による前記機能情報部材の識別結果に基づいて、前記機能情報部材が当該
遊技機に適合しているか否かを判定する判定手段と
を備えたことを特徴とする遊技機検査装置。
　手段１によれば、識別手段が、遊技機に設けられた遊技機の機能に関する機能情報を遊
技者から視認可能に表示する機能情報部材を識別し、判定手段が、識別手段による機能情
報部材の識別結果に基づいて、前記機能情報部材が当該遊技機に適合しているか否かを迅
速且つ確実に判定する。よって、誤った機能情報部材が取り付けられた遊技機が製造工場
から出荷される事態の発生を確実に防止して、遊技機に適合した機能情報部材により常に
正しい機能情報を遊技者に対して提供することができる。尚、機能情報部材に表示される
機能情報には、例えば、低確率モードにおける大当り発生確率、大当り発生に対する確率
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変動遊技の発生割合、確率変動遊技の継続回数の制限、賞球数が含まれ、通常は、遊技機
の機種名も機能情報部材に表示される。
【００５４】
　２．検査対象の遊技機に関する情報を記憶する遊技機情報記憶手段を有し、
　前記判定手段は、前記識別手段による前記機能情報部材の識別結果と前記遊技機情報記
憶手段に記憶された当該遊技機に関する情報とを照合判定することを特徴とする手段１に
記載の遊技機検査装置。
　手段２によれば、判定手段が、識別手段による機能情報部材の識別結果と遊技機情報記
憶手段に記憶された当該遊技機に関する情報とを照合判定するので、機能情報部材が当該
遊技機に適合しているか否かを確実に判定することができる。
【００５５】
　３．遊技機に取り付けられたメイン基板を識別するメイン基板識別手段と、
　メイン基板に関する情報を記憶するメイン基板情報記憶手段と
　を備え、
　前記判定手段は、前記識別手段による前記機能情報部材の識別結果と前記メイン基板情
報記憶手段より得られた当該メイン基板に関する情報とを照合判定することを特徴とする
手段１に記載の遊技機検査装置。
　手段３によれば、メイン基板識別手段が、遊技機に取り付けられた当該メイン基板を識
別し、メイン基板情報記憶手段より当該メイン基板に関する情報を得ることができる。そ
して、判定手段は、識別手段による機能情報部材の識別結果とメイン基板情報記憶手段よ
り得られた当該メイン基板に関する情報とを照合判定するので、機能情報部材が当該遊技
機に適合しているか否かを確実に判定することができる。
【００５６】
　４．前記機能情報部材は、遊技機に関する情報を文字で表示した文字部分を含み、
　前記識別手段は、前記機能情報部材に含まれる文字部分を文字認識可能な文字認識手段
を有し、
　前記判定手段は、前記文字認識手段による文字認識結果に基づいて、前記機能情報部材
が当該遊技機に適合しているか否かを判定することを特徴とする手段１乃至３のいずれか
に記載の遊技機検査装置。
　手段４によれば、識別手段は、文字認識手段により機能情報部材に含まれる大当り発生
確率等の機能情報や遊技機の機種名等を表わす文字部分を文字認識し、判定手段は、文字
認識手段による文字認識結果に基づいて、機能情報部材が当該遊技機に適合しているか否
かを確実に判定することができる。
【００５７】
　５．前記機能情報部材は、遊技機に関する情報をバーコードで表示したバーコード部分
を含み、
　前記識別手段は、前記機能情報部材に含まれるバーコード部分を読み取り可能なバーコ
ード読み取り手段を有し、
　前記判別手段は、前記バーコード読み取り手段によるバーコード読み取り結果に基づい
て、前記機能情報部材が当該遊技機に適合しているか否かを判定することを特徴とする手
段１乃至３のいずれかに記載の遊技機検査装置。
　手段５によれば、識別手段は、バーコード読み取り手段により機能情報部材に含まれる
大当り発生確率等の機能情報や遊技機の機種名等を表わすバーコード部分を読み取り、判
別手段は、バーコード読み取り手段によるバーコード読み取り結果に基づいて、機能情報
部材が当該遊技機に適合しているか否かを確実に判定することができる。
【００５８】
　６．前記機能情報部材は、機能情報部材の種類を識別可能な着色部分を含み、
　前記識別手段は、前記機能情報部材に含まれる着色部分の色を識別可能な色識別手段を
有し、
　前記判定手段は、前記色識別手段による色識別結果に基づいて、前記機能情報部材が当
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該遊技機に適合しているか否かを判定することを特徴とする手段１乃至３のいずれかに記
載の遊技機検査装置。
　手段６によれば、識別手段は、色識別手段により機能情報部材に含まれる着色部分の色
を識別することにより機能情報部材の種類を識別し、判定手段は、色識別手段による色識
別結果に基づいて、機能情報部材が当該遊技機に適合しているか否かを確実に判定するこ
とができる。
【００５９】
　７．前記機能情報部材は、非接触式のＩＣチップ部を含み、
　前記識別手段は、前記機能情報部材に含まれるＩＣチップ部より非接触で情報を読取る
ＩＣ読取り手段を有し、
　前記判定手段は、前記ＩＣ読取り手段による情報読取り結果に基づいて、前記機能情報
部材が当該遊技機に適合しているか否かを判定することを特徴とする手段１乃至３のいず
れかに記載の遊技機検査装置。
　手段７によれば、識別手段は、ＩＣ読取り手段により機能情報部材に含まれるＩＣチッ
プ部から非接触で大当り発生確率等の機能情報や遊技機の機種名等の情報を読取り、判定
手段は、ＩＣ読取り手段による情報読取り結果に基づいて、機能情報部材が当該遊技機に
適合しているか否かを確実に判定することができる。
【００６０】
　８．前記判定手段による判定結果を報知する報知手段を備えたことを特徴とする手段１
乃至７のいずれかに記載の遊技機検査装置。
　手段８によれば、報知手段が、判定手段による判定結果を報知するので、作業者は、遊
技機に設けられた機能情報部材が当該遊技機に適合しているか否かの判定結果を確実に認
識することができ、判定結果が否定的内容である場合は当該遊技機より間違った機能情報
部材を取り外して正しい機能情報部材を取り付ける等の作業を行うことができる。
【００６１】
　９．遊技機を搬送する搬送手段を備え、
　前記判定手段による判定結果が肯定的内容である場合は前記搬送手段による当該遊技機
の次工程への搬送を実行し、前記判定手段による判定結果が否定的内容である場合は前記
搬送手段による当該遊技機の次工程への搬送を中止するように構成されたことを特徴とす
る手段１乃至８のいずれかに記載の遊技機検査装置。
　手段９によれば、判定手段による判定結果が肯定的内容である場合は、搬送手段による
当該遊技機の次工程への搬送が実行されるので、次工程以降の作業を円滑に実施すること
ができる。一方、判定手段による判定結果が否定的内容である場合は、搬送手段による当
該遊技機の次工程への搬送が中止されるので、当該遊技機より間違った機能情報部材を取
り外して正しい機能情報部材を取り付ける等の作業を行うことができる。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
　本発明は、機能情報部材が設けられるパチンコ機等の遊技機の検査装置へ適用可能であ
る。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】検査対象である遊技機の一例を示す正面図である。
【図２】図１の遊技機の背面図である。
【図３】（ａ）は遊技板の正面図であり、（ｂ）は機能情報部材付近の拡大図である。
【図４】図柄変動表示装置において表示される図柄パターンの一例を示す図である。
【図５】（ａ）は別の機種用の機能情報部材、（ｂ）はさらに別の機種用の機能情報部材
をそれぞれ示す図である。
【図６】第一の実施形態の遊技機検査装置のシステム構成を示すブロック図である。
【図７】遊技機検査装置によって遊技機が検査される様子を示す斜視図である。
【図８】コンピュータのハードディスクドライブにおける遊技機情報の記憶例を示す図で
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ある。
【図９】第一の実施形態における遊技機検査処理の流れを示すフローチャートである。
【図１０】第二の実施形態の遊技機検査装置のシステム構成を示すブロック図である。
【図１１】コンピュータのハードディスクドライブにおけるメイン基板情報の記憶例を示
す図である。
【図１２】第二の実施形態における遊技機検査処理の流れを示すフローチャートである。
【図１３】機能情報部材に二次元バーコードが印刷された例を示す図である。
【符号の説明】
【００６４】
　Ｐ１ 遊技機
　１，２ 遊技機検査装置
　３３ 機能情報部材
　１１０ コンピュータ（判定手段、識別手段、文字認識手段）
　１１０ｄ ハードディスクドライブ（遊技機情報記憶手段、メイン基板情報記憶手段）
　１２０ ローラコンベア（搬送手段）
　１３０ ＣＣＤカメラ（識別手段、文字認識手段）
　１４１ 青色ランプ（報知手段）
　１４２ 赤色ランプ（報知手段）
　１５０ バーコードリーダ（メイン基板識別手段）

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】
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